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⑶コンサルタント等招へい支援事業

対象者 補助内容 補助対象の取組 主な補助対象経費

道内の中小企業等
①中小企業信用保険法
第2条第1項第1号および第1号の2

に規定する中小企業者

②中小企業団体の組織に関する法律
第3条第1項に規定する中小企業団体

（第3号、第4号、第9号）を除く

※本社が道外の場合
支店登記され経費支払及び独立経理
を行っている等の制限あり

上限 100万円

補助率 1/2以内

新分野・新市場への進出
等のために行う
・技術開発
・生産管理
・マーケティング
・脱炭素社会の実現
・デジタル社会形成 等
に向けた取組等の

専門コンサルタント等
の招へい

・コンサルタント料
・滞在費
・往復の交通費

≪補助金・助成金≫ 本事業は、道内中小企業者等にご活用いただける補助金です。

※コンサルタント料
日額20万円以内

※滞在費
道条例に定める次の額（税抜
換算）の合算額を上限
旅行雑費 1,000円/日
宿泊料 8,900円/夜
宿泊雑費 1,000円/夜

※往復の交通費
道条例の規定による
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事業概要

増毛産はちみつを使用した商品でギフト事業へ新規参入し、新た
な地盤を作る
近隣増毛町産のアカシア100％のはちみつを使って開発した新商品

「みつばちラスク」「みつばちリング（ドーナツ）」でギフト市場へ参
入する新規事業計画を策定しました。
補助事業では、販売面・生産面の課題を解決するため専門コンサルタ

ントを招へいし、売り方・作り方の指導を受けました。この結果、これ
まで以上に従業員に積極性が生まれ、様々なアイデアで、新規事業が順
調に伸びています。

外部専門家から継続して指導を受けることは費用面で難しいと考えて
いたところ、当制度の利用によって、ギフト市場参入のために有益なア
ドバイスを受けることができました。

補助金を利用した感想 企業概要

有限会社ルモンド（留萌市）
資本金 300万円
従業員数 8名
業種 卸売業、小売業（飲食料品小売業）
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ご 注 意
下 さ い

募 集

応 募
方 法

●補助対象経費は、2024年4月1日以降に発生し、補助事業期間内に支払を終えた経費に限ります。
●同一年度において、補助事業の内容の全部または一部を対象として、国（独立行政法人を含む）または道の補
助金・助成金が交付される場合、補助の対象とすることはできません。

●センターのホームページ、公募カレンダー等をご確認願います。

●募集要項・申請様式は、当センターのホームページにて公開しますので、よくお読みの上、応募してください。

相 談 応 募
（申 請）

審 査
（採否決定）

交付決定 補助事業
の実施

事業完了
報告

検 査
補助金
の交付

手 続 き
フ ロ ー
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お問合せ先

・企業振興部 企業振興G

・ TEL ０１１－２３２－２４０３

・ E-mail  jyoseishien@hsc.or.jp

・ U R L https://www.hsc.or.jp

ご不明な点や募集期間等はお気軽にお問い合わせください。
また、当センターホームページに事業概要を掲載していますのでご覧ください。

mailto:jyoseishien@hsc.or.jp
https://www.hsc.or.jp/

